
 

旧法人名 帝都高速度交通営団 政府出資額 ３１，０３４，３１８，５００円 

新法人名 

（業務承継法人名）
東京地下鉄株式会社 政府出資額 ３１，０３４，３１８，５００円 

組織変更年月日

（業務承継年月日）
平成１６年４月１日 増 減 額 ０円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

東京地下鉄株式会社法（平成１４年法律第１８８号） 

 附則 

 （株式の引受け） 

第六条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、帝都高速度交通営団（以下「営団」という。）が引き受けるものとし、設立委員は、これを営団に

割り当てるものとする。 

２ （略） 

 （出資） 

第七条 営団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。 

 （政府等への無償譲渡） 

第十一条 営団が出資によって取得する会社の株式は、会社の設立の時に、政府及び営団に出資している地方公共団体に、営団への出資の金額の営団の

出資の総額に対する割合に応じて、無償譲渡されるものとする。 

 

 

政府出資額が増

減した理由 

 

備  考 
 


